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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県契約規則の一部を改正する規則（※） （会計課取扱い）１

○鹿児島県会計規則の一部を改正する規則（※） （会計課取扱い）１

鹿児島県契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年９月27日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第48号

鹿児島県契約規則の一部を改正する規則

鹿児島県契約規則（昭和50年鹿児島県規則第23号）の一部を次のように改正する。

第２条第10号中「契約書」の次に「（当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる

記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を含む。以

下同じ。）」を加える。

第12条第３項中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ

ない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下同じ。）」を削る。

第20条第１項中「契約書」の次に「（電磁的記録をもつて作成する場合にあつては，記名し

た契約書）」を加え，「提出期間は，前条第１項」を「提出期間は，同項」に改める。

第29条第２項中「書面」の次に「（当該請書その他これに準ずる書面に記載すべき事項を記

録した電磁的記録を含む。）」を加える。

第38条中「変更契約書」の次に「（当該変更契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

を含む。）」を加える。

附 則

この規則は，令和６年10月１日から施行する。

…………………………………………………

鹿児島県会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年９月27日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第49号

鹿児島県会計規則の一部を改正する規則

鹿児島県会計規則（昭和62年鹿児島県規則第30号）の一部を次のように改正する。

第28条中「塗まつ」を「塗抹」に改め，同条第４号中「契約書，請書」を「契約書（当該契

約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつ

ては認識することができない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。），請書（当該請書に記載すべき事項を記

録した電磁的記録を含む。以下同じ。）」に改める。
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第49条の２第２号中「（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

次号において同じ。）」を削る。

附 則

この規則は，令和６年10月１日から施行する。

鹿 児 島 県 公 報 令和６年９月27日（金）第553号の２


